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令和 3年度加古川市男女共同参画社会づくり懇話会 総評・委員意見・事務局回答 

 

【会長総評】 

「令和 3年度加古川市男女共同参画社会づくり懇話会」委員の皆様のご意見と事務局回答を拝見して 

加古川市男女共同参画社会づくり懇話会会長 小川真知子 

 

この度の委員の意見書と事務局回答を拝見しますと、各委員からコロナ禍における加古川市の男女

共同参画の推進についての言及が見受けられ、委員の方々の見識の高さと加古川市への期待を窺い知

ることができます。政府は 2021年 6月に発表した「男女共同参画白書」の「第 3節ポストコロナ時

代における男女共同参画の未来」において、コロナ下の女性への影響が特に深刻であり、女性や困難

な問題を抱える人々、若年層に対する政府の取組みを示しています。また、女性や非正規雇用労働者

への影響の深刻化、生活の困窮による自殺や孤立などの課題に対応するため、さまざまな緊急支援策

が打ち出されています。 

そんな中、今回の懇話会資料には「第 4次男女共同参画行動計画の成果指標」が公表されました。

目標値を達成した指標は 18項目のうち５項目（近似値達成項目あり）でしたが、各委員は目標値を

達成した項目への取組みをはじめ市の男女共同参画施策を高く評価しています。他方、男性の参画の

低迷に言及した意見が 4件ありました。「セミナーへの男性参加者の割合」の達成率の低さはコロナ

禍で高齢者男性の参加が少なかったことが要因のひとつと分析され、「市役所における男性職員育児

休業取得率」に関しては、次世代育成・女性活躍推進加古川市特定事業主行動計画で取り組んでいる

ことが回答されています。厚生労働省は男性の育休促進へ向け、企業に対し出産予定のパートナーが

いる人に個別に育児休業制度の説明と育休取得の意向確認の義務付けや、「男性の産休」の新設など

の取組みを進めていることと合わせ、加古川市の今後の目標達成への取組みが注目されるところで

す。 

さらに若年層に関しては、学校教育、性教育、セクシュアリティ、いじめに関することと合わせて

5件あり、コロナ禍にあっての性教育、命の教育、男女共同参画に関する学習などが、その後の若年

層や子育て世代の男女共同参画につながると重要視しています。また「オンライン」に関する提案は

3件で、講座、セミナー、相談事業へのオンライン導入、ＳＮＳの活用などの意見がありました。女

性登用に関する意見が 3件あり、労政審議会ほか審議会への登用、女性議員、キーパーソンの発掘な

ど市の積極的な働きかけが期待されています。最後にＤＶからの暴力防止、避難後の被害者の自立支

援、子どもの心身のケアに関する具体的対応策の必要性、案内カードの設置、労働相談などに関する

有意義な意見が出され、市からの具体的な回答がありました。 

2021年 3月以降、政府は社会的不安に寄り添い、社会的な孤独、孤立の問題に取り組むために、孤

独・孤立対策担当大臣を議長とする「連絡調整会議」を開催しています。ｗｉｔｈコロナの時代に委

員から寄せられた意見と事務局からの回答に鑑み「第 5次男女共同参画行動計画」のさらなる遂行の

意義と使命を感じます。 
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【委員意見・事務局回答】 
 

番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

1 

(資料 2 

成果指標) 

男女平等と回答する市民の割合
（9.5%）、男女共同参画啓発セミナーに
おける男性参加者の割合（16.2%）が低
迷しているように読めます。コロナ禍と
いう異常事態も影響しているのでしょう
か。 

後のページで、「評価」としては「概ね
達成」と評価されていますが、低迷の要
因の分析をする必要を感じます。 

男女共同参画啓発セミナー受講者アンケー
トでは、女性より男性の方が「男女平等」
と回答する割合が高い傾向にあり、令和 2

年度はセミナーにおける男性参加者の割合
が低いため、「男女平等」と回答する市民
の割合が低い結果になったと考えます。セ
ミナーにおける男性参加者の割合が低かっ
た要因は、コロナ禍で、男性参加割合の多
い高齢者大学などへの出前講座がなかった
こと、センターでの記念講演会の開催中止
により男性参加者の割合が減少したことに
よると考えます。 

2 

(資料 2 成

果指標) 

令和 2年度の男女共同参画セミナーでの
アンケート結果で男女平等との回答割合
が低下しているのは参加者数の減少が要
因でしょうか？誤差範囲と捉えるべきな
のでしょうか？ 

3 

(資料 2 成

果指標) 

男女共同参画センターの取り組みは評価
しておりますが、成果指標にあるよう
に、男女平等感の割合が令和 2年度は
9.5％と減少にあるのは残念です。コロ
ナ禍で余計そう思うのか、他の地域も同
様の傾向にあるのかなど、事務局はどの
ように捉えていますか。また、センター
が主催する講座の満足が非常に高いにも
かかわらず、センターの認知度は令和元
年で 31.2％と減少傾向です。何か方策を
考えておられますか。 

男女平等感の割合の減少傾向の要因につい
ては、上述のとおりです。コロナ禍との因
果関係等については、現在分析できており
ません。センターの認知度向上について
は、市の広報誌に特集を組んだり、市のツ
イッターに記事を掲載するなどの情報発信
を行っています。第 5次計画では「男女共
同参画センターのフェイスブックページの
フォロー者数」を成果指標とし、SNSを活
用した情報発信を行っていきます。 

4 

(資料 2 成

果指標) 

コロナ禍の中、各種事業の企画立案から
運営にかけて様々な障害があったかと推
測する。その中でも着実に成果を挙げら
れているのは誠に素晴らしい限りと感じ
る。 

ただ、成果指標の目標達成項目が 5/18

項目で全体の約２８％であったことにつ
いては、原因を分析し今後あらたな取り
組み方法の改善が望まれると感じる。 

ご意見のとおり、成果指標の目標達成項目
は 18項目のうち 5項目でした。未達成の項
目については、第 5次計画の成果指標のも
のもあるため、原因を分析し、引き続き目
標達成に向けて取り組んでいきたいと考え
ます。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

5 

(資料 2 

P.2～４) 

男女共同参画社会への意識づくりに資する
啓発事業として、ＰＴＡや公民館等で、男
女共同参画やハラスメント等の出前講座の
実施は、地道な活動として効果が高いと思
います。 

一方、新型コロナウイルスの影響が、今後
も継続する可能性を考えますと、テーマや
対象によっては、オンライン等での発信も
実効性の高い取組です。 

イーブンの女性活躍推進センターにおい
て、今年度実施した行動計画策定セミナー
は、YouTubeを活用することで、配信開始
以来４か月間で、約２５0名の申込み、の
べ再生回数１２００回となっています。 

今後も出前講座や出張講座を通じて広く啓
発を進めていきます。また、オンライン等
での啓発についてもセミナー内容や参加対
象者によっては有効な手法と考えますの
で、検討していきます。 

6 

(資料 2 

P.5～10） 

個人的には男女共同参画社会を構築するた
めには、学校教育段階における男女共同参
画に関する学習が重要だと考えておりま
す。 

各課とも各種取組をいただいてはおります
が、男女共同参画社会構築の核となるよう
なプログラムや取組があればさらに良いと
感じました。 

今後の市の取り組みを計画する上で、いた
だいたご意見について関係課に伝えます。 

7(資料 2 

P.6,7,44) 

成果として、いじめや不登校の実情、虐待
の早期発見や予防の事例などが知りたいと
思いました。 

いじめや不登校については、市内小中学校
の児童を対象に「学校生活に関するアンケ
ート」や「心の相談アンケート」を実施
し、早期発見に努めています。 

虐待の早期発見については、こどもが在籍
する保育園、幼稚園、小中学校において該
当と疑われる場合は、家庭支援課と情報共
有を行い対応しています。 

また保護者の養育能力に問題があったり、
保護者自身が育児に困られている場合など
は、育児支援の観点から保護者へ関わり虐
待予防を図るように取り組んでいます。 

8 

(資料 2 

P.9) 

ちょうど娘が中学 2年生で、トライやるウ
ィークの学年でした。学校の先生方のおか
げで 1日だけでしたが、学校のために奉仕
活動しました。トライやるを経験できなか
ったのは、残念でしたが、1日だけでも活
動ができてうれしかったですが、やはり外
の事業所で学ぶいい経験でしたので、「し
ょうがない」「１日だけでもしてくれてあ
りがたい」気持ちはありましたが、子供に
外の体験をさせたかったです。本当に残念
でした。 

ご意見ありがとうございます。いただいた
ご意見について担当課に伝えます。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

9 

(資料 2 

P.11～, 

資料 3 

Ｐ.2) 

パパ講座や子育て講座への男性参加は「概
ね達成」しているとあるが、全体的に男性
の講座参加は少ないように感じる。一般的
に男性は社会や会社に於いてもリーダー的
存在であるため、彼らが研修することでよ
り理解が深められるのではないか。 

センターでは、女性を対象としたセミナー
開催が中心となりますが、性別を問わず参
加可能なセミナーや、男性の家庭参画セミ
ナーを曜日を工夫して開催しています。今
年度は男性の家庭参画セミナーとして、ダ
ンボールでピザ窯を作り、ピザを焼く「父
と子のふれあいタイム プチアウトドア気
分を味わおう」を開催予定でしたが、コロ
ナで中止となりました。 

一方、今年度は加古川小学校の先生を対象
に男女共同参画についての出前講座を行い
ました。参加者の 3分の 1が男性で、教育
現場での男女共同参画を啓発できたと考え
ます。 

10 

(資料 2 

P.13) 

妊産婦の夫の両親学級や育児への参加につ
いては、早期に数値目標を達成しているよ
うです。 

当職意見の１で指摘している数値の低迷と
比較して、目を引く結果と感じます。 

若年層の男女共同参画は順調に浸透してき
ていると分析できるものなのか等と考えま
した。 

ご意見のとおり、令和元年度実施加古川市
男女共同参画に関する市民意識調査の「夫
婦の役割分担」について、若年層が「妻と
夫が同程度」と回答した割合が他の年代と
比べて高い傾向にあり、男女共同参画が浸
透してきていると考えられます。 

11 

(資料 2 

P.19) 

施策列の「具体的施策４」の記載内容とし
て「性的指向や性同一性障害に理解を深
め」とあります。 

厚労省は各場面（セクハラ指針、パワハラ
指針や、「公正な採用選考のありかた」
等）で「性的指向・性自認」という言葉を
使っています。 

また、性自認が身体的性別と一致しないト
ランスジェンダーの方が全て性同一性障害
との診断を受けるとも限らないと理解して
います。 

以上のことから、表記としては、厚労省の
用法に従い、「性自認」とされる方が、問
題の捉え方として的確であろうと考えま
す。 

第 5次計画では、セクシャル・マイノリテ
ィを「性のあり方が、社会的にマイノリテ
ィ（少数者）であることにより、さまざま
な不利益を被っている人のこと。身体的な
性、性の自認、性的指向により、ひとそれ
ぞれ異なる。」と注釈し、推進項目⑥ー1

命の教育、性の尊重の推進の中で「セクシ
ャル・マイノリティ等、性の多様性につい
て意識啓発を進めます」としています。 

12 

(資料 2 

P.19～) 

ネット情報の正しい使い方とともに、性教
育を踏み込んで教えてほしい。小学生の妊
娠、教師からの性被害、ネットで知り合っ
た人とのトラブル等、便利な携帯電話での
被害など悲惨な事件も多く、従来の性教育
を一歩踏み込む内容を女子児童だけではな
く男子児童にも等しく講義を。教える側
（教師や助産師）の力量が課題となるが。 

ご意見ありがとうございます。いただいた
ご意見について関係課に伝えます。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

13 

(資料 2 

P.21～23) 

コロナ禍にあって、不登校や自殺者が増加
しているとの報道がある。学校現場も大変
だが、「命の教育」いのちの大切さを伝え
てほしい。相談窓口の設置。家庭との密な
連携。 

ご意見ありがとうございます。いただい
たご意見について関係課に伝えます。 

14 

(資料 2 

P.25) 

乳がんと子宮がんの検診の受診人数が、2

年度が少なくなっていました。実は私も受
診しようとして、先延ばしにしています。
コロナで出にくくなり、受診しようとした
ら緊急事態宣言などが出て、ついつい今不
調でないので後回しにしています。自分だ
けではないのだなと、この資料を見て思い
ました。きっとそういう方が多いと思いま
す。 

ご意見ありがとうございます。いただい
たご意見について関係課に伝えます。 

15 

(資料 2 

P.30) 

DVからの暴力の防止対策の推進の具体的施
策４の自立支援体制の充実について、避難
後の被害者と児童虐待ともかかわる子ども
の心身のケアについて、被害者が相談でき
る窓口はどこになるのか、学校や保育所、
幼稚園などにおける具体的な対応例を教え
てほしい。 

今後、関係者に対してインフォームドケア
の視点でかかわることの大切さを盛り込ん
でほしい。 

避難後の被害者及び児童における新生活
に必要な支援については、配偶者暴力支
援センターが窓口となり被害者が必要と
している相談内容を確認します。その中
で子育てに関する相談がある場合は、家
庭支援課家庭児童相談員と連携し、被害
者（保護者）への支援にあたります。 

また、こどもの心身のケアについては医
療機関受診や小中学校に配置されている
ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）
やＳＣ（スクールカウンセラー）を案内
しています。 

関係者に対し、避難後の被害者及び児童
のケアについて適切な知識や対応を身に
つけることの必要性が認識されるよう取
り組んでいきたいと考えます。 

16 

(資料 2 

P.32) 

案内カードの設置ですが、いろんな人の目
にとどくのはとても良いことだと思いまし
た。学校で娘がもらってきてたチラシを見
て、「情報を知る」という大事さを痛感し
ました。内容は違いますが、そのカードで
救われた人がいると思います。 

配偶者暴力相談支援センターの周知カー
ドについては、男女共同参画センターを
含め、市役所や関係機関の女性トイレに
設置しています。引き続き、効果的な方
法で相談窓口の周知に努めます。 

17 

(資料 2 

P.38 

P.64) 

労働相談の件数について令和 2年度は 40

回開催のうち相談件数は 12件とありま
す。ハラスメント被害についての相談や仕
事を得るための情報提供など、必要な窓口
だと思います。コロナ禍で相談件数が減少
しているとのことですが、コロナ禍ならで
はの問題も予想され、利用したくてもでき
ないことはないのですか。今後、オンライ
ン等活用するお考えはありますか。 

労働相談に限らず、相談窓口における相
談方法についてはいろいろな手段が求め
られていますので、調査・検討します。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

18 

(資料 2 

P.46) 

審議会等における女性登用の促進につい
て、女性のいない審議会ゼロを目標として
取り組むなかで、現在も女性ゼロの審議会
はありますか。まちづくり講座受講生から
女性人材バンクへの登録が活用されている
現状について教えてください。 

令和３年 4月 1日現在で、女性がいない
審議会は「加古川市予防接種健康被害等
調査対策委員会」「東播都市計画事業加
古川駅北土地区画整理審議会」「東播都
市計画事業加古川駅北土地区画整理事業
評価員」「加古川市消防賞じゅつ金等審
査委員会」の４つです。審議会により、
委員が充て職で決まっていたり、専門分
野に女性が少ない等の理由が考えられま
すが、引き続き、女性のいない審議会を
「ゼロ」にすべく取組を進めていきま
す。 

女性人材バンクの登録者は、令和 3年 4

月 1日現在 32名で、その中から毎年 1～3

名程が審議会に登用されています。 

19 

(資料 2 

P.48) 

全ての審議会等における女性委員の割合を
増やすことが行動計画に挙げられています
が労政審議会に労働者側から女性委員を推
薦、選出出来ていないのは反省すべき事で
あり、労働団体においてはもっと積極的に
男女共同参画の促進を行うべきと考えま
す。 

女性活躍を推進するにあたり、労働者と
経営者双方の理解が進むことが重要であ
り、審議会においてもバランスのとれた
男女比が求められます。引き続き、第 5

次計画の目標達成に向けて、労政審議会
に限らず、他の審議会においても委員の
推薦団体に対し、女性委員の推薦を依頼
していきます。 

20 

(資料 2 

P.49) 

 女性のエンパワーメントや交流をはかる
講座において、自主グループの立ち上げと
交流支援は素晴らしい取組です。 

 職場や地域において、女性が少数派とし
て孤立しがちな時「一人ではない、仲間が
いる」と思える機会を作ることは、男女共
同参画センターの役割の一つだと考えま
す。交流支援とともに、キーパーソンとな
るロールモデルの発掘と登用を、さらに推
進いただければと思います。第５次計画重
点目標 1推進項目②-2女性のエンパワーメ
ントの推進につながります。 

キーパーソンとなるロールモデルとし
て、市の広報誌で紹介を行った例もあり
ます。今後も女性活躍推進セミナーや起
業セミナー等を通じて発掘に努め、SNS等
での情報発信やセミナーへの登壇などを
通じて広く紹介していきます。 

21 

(資料 2 

P.66) 

女性の働き方相談と労働相談とは別の窓口
になっているということですか。それぞれ
の特徴を教えてください。また、市民にど
のように広報されているのでしょうか。 

「女性のための働き方相談」は、キャリ
アコンサルタントの資格を有する男女共
同参画推進専門員が、働き方や再就職、
転職、起業等チャレンジしたい気持ちに
ついて、問題点の整理のアドバイスや情
報提供を行います。 

「女性のための労働相談」は、社会保険
労務士が、ハラスメントや社会保険の加
入等、職場のトラブルについて、アドバ
イスを行います。 

市民へは、広報かこがわ・講座情報（毎
月）、ホームページ、公共施設へのチラ
シの配架等で広報しています。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

22 

(資料 2 

P.68～69) 

 市内に子育てサークルが４４あり、さま
ざまな方が活動されているのは、心強いで
す。 

 活動において絵本の紹介や読み聞かせを
実施するところもあるかと思いますので、
男女共同参画の視点で選んだ絵本の紹介を
通じて、子どもに接する方々に、男女共同
参画を啓発するのも効果的かと考えます。
第５次計画重点目標 4推進項目⑨-1子ども
への教育の充実につながる活動となりま
す。 

ご提案ありがとうございます。子育てプ
ラザや子育てサークルを通じて関連の絵
本を紹介するなど、男女共同参画の啓発
を進めていきたいと考えます。 

23 

(資料 2 

P.72～74) 

目標値に達成した、ほぼ達成した取り組み
について、成果が上がったことに敬意を表
します。どのような工夫をされたのか教え
てください。 

P.72【幼児保育課】保育園の待機児童に
ついては、希望の保育所に落選する方の
中で、他の保育所で受かりそうな人（一
定の基準あり）に別の保育所を勧める個
勧奨を行い、目標値にほぼ達成しまし
た。 

P.73【社会教育課】民間事業者に児童ク
ラブ運営に係る補助金を交付し、待機児
童を出さない取組を進め、目標値に達成
しました。 

P.74【高齢者・地域福祉課】認知症サポ
ーター養成講座については、 

・校長会の呼びかけで小中学校での取組
増 

・地域包括支援センターが地域へ呼びか
け、高齢者サロンでの実施 

・民間企業の意識の高まり 

などにより、目標値に達成しました。 

24 

(資料 3) 

女性が社会に進出するために、とても努力
されているのがわかりました。私のまわり
では、まだ小学校の校長先生ぐらいしか女
性の方はいなくて、まわりに女性の役職の
方が増えた感じはしませんが、これだけの
努力されてたら多くなると思いました。 

女性の活躍については、個々人への意識
啓発に加え、企業の経営者や管理職の意
識改革が重要と考えますので、引き続き
啓発を続けていきたいと思います。 

25 

(資料 3 

P.4) 

企業訪問事業やまちづくり講座を積極的に
取り組み啓発をお願いしたい。理解しても
らうには、すそ野を広げていくことが大
切。 

仕事・家庭・地域におけるあらゆる立場
の方々への男女共同参画社会の実現に
は、啓発が重要であると考えます。広く
市民の意識啓発が進むよう、引き続き取
り組んでいきたいと考えます。 

26 

その他 

達成が多くて良かったです。今はあまり出
かけないので、男女共同参画センターのチ
ラシはなかなか見ませんが、広報に載って
いるのはちゃんと見てます。コロナ禍の
中、女性が働きやすいようにするための講
座をいつもされてるなと思いながら見てま
した。学校の方にもチラシを配れたらきっ
と情報が届くと思います。 

紙媒体での情報発信については、広報か
こがわ、講座情報、チラシなどを市内公
共施設、幼稚園、保育園、報道機関、県
内の男女共同参画センターなどへ配布し
ています。学校への配布については、制
約も多いのですが、調査・検討します。 
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番号 

(資料･頁) 
ご意見 事務局回答 

27 

(資料 2 

全般) 

加古川市の全ての市民がより良く生きやす
い社会にするために関係課が熱心に取り組
まれ、目標が達成されているのはすばらし
いと思います。 

概ね達成の所では、どういう部分が達成に
至らなかったのかがあると、次に繋げやす
いのでないかと思いました。 

今後、概ね達成としている取組につい
て、達成に至らなかった原因の分析を
し、達成に向けて取組を進めていきま
す。 

28 

(資料 2 

成果指標) 

市役所でできる事として、例えば待機児童
を”０”にする、男性の育休を 100％にす
るとか、これができないのは、役所として
取り組みたくないことではないかと思われ
てもしかたがないと思う。 

市役所においても、待機児童を”0”にす
るため、意見番号「23」の取り組みをし
ています。また男性の育休取得について
は、次世代育成支援・女性活躍推進加古
川市特定事業主行動計画で男性の育休取
得率 10％と目標設定し、取り組んでいる
ところです。 

29 

その他 

資料全般を拝読しての感想として、令和２
年度はすでにコロナ禍にあったのですが各
種活動の自粛・中止・セミナーのオンライ
ン対応等の報告はあるものの、コロナ禍に
よる変化に対応した活動等が見受けられな
いと感じました。働き方や生活の在り方が
急変する中、求められる要求事項も激変し
ています。求められるものに迅速に対応す
ることが必要と考えます。  

コロナ禍による働き方や生活のあり方が
変わっていますので、市民ニーズの把握
に努め、迅速に対応できるよう、市とし
て取り組んでいきます。 

30 

(資料 2 

全般) 

5年間の目標取り組みが「達成・概ね達
成」の評価となっていることはうれしい。 

市女性管理職・10女性団体連絡会・自主登
録団体などとの意見交換会ができたらいい
と思う。 

ご提案ありがとうございます。第 5次計
画の重点項目１推進項目①-3「女性のネ
ットワークづくりへの支援」につながる
事業の検討をしたいと考えます。 
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【今後の取り組むべき事業について 委員意見・事務局回答】 
 

番号 ご意見 事務局回答 

1 

〇男性育休推進関連の啓発 

男性育児休業推進に向けた法改正が４月以降
施行されます。 

（男性版産休、分割取得可能、研修、個別の
制度周知義務等） 

男性の育児参加を促し、男女とものワークラ
イフバランスの充足を目的とする施策とし
て、働く側にも、企業に対しても、啓発が必
要であり、また、絶好の啓発の機会と考えて
います。 

男女共同参画推進専門員による企業訪問や
女性活躍推進セミナー（企業向け）などで
啓発を進めていきたいと考えています。 

2 

〇フリーランスとしての働き方にまつわる啓
発 

最近、フリーランスとして働く方からのトラ
ブル相談が増えています。 

契約条件が不確定のまま業務をスタートして
報酬を払ってもらえない、仕事をやめようと
思ったら多額違約金を払えと脅されてやめら
れない、一方的に途中で仕事を切られた等。 

柔軟な働き方の魅力を伝えることに加え、リ
スク回避のためのノウハウを伝えることも重
要と考えます。 

今年度は在宅ワークに関するセミナーを開
催しました。在宅ワークのメリット・デメ
リットに加え、リスク回避については危険
業者の見分け方など講義いただきました。
今後も引き続き、リスク回避のためのノウ
ハウについての内容も盛り込んだセミナー
を開催していきたいと考えます。 

3 

〇コミュニケーションについての講座 

これまでも、コミュニケーションに関する講
座を実施されていますが、今後も重要と考え
ます。 

最近、当職が興味をもって学んでいるものに
「アサーティブコミュニケーション」があり
ます。 

「自分は自分のままでいいし、相手も相手の
ままでいいのだ」という自他尊重の考え方が
根幹にあるもので、職場・家庭での男女共同
参画と親和性があると感じています。当該分
野の専門家を招く講座を市民向けに実施する
等も有意義と考えます。 

今年度の女性向け女性活躍推進セミナーで
「アサーティブコミュニケーション」に少
し触れました。参加者アンケートから今後
受けたい講座に「アサーティブコミュニケ
ーション」を希望されていたため、今年
度、男女共同参画推進専門員による「アサ
ーティブコミュニケーション」の内容の講
座を実施しました。今後も引き続き、実施
していく予定です。 

4 

過年度を含め、コロナウイルス感染拡大防止
の観点から取りやめとなった事業を実施いた
だきたいと思います。市民が参加できる事業
及び市民への広報はとても重要だと思いま
す。 

ご意見ありがとうございます。コロナウイ
ルス感染拡大防止のため開催中止となった
事業は、令和 2年度は 2事業（男女共同参
画週間記念講演会、出前講座、出張講
座）、令和 3年度は 1事業（男性の家庭参
画セミナー）でした。男女共同参画の啓発
を進めるために、今後開催できるよう検討
していきます。 
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番号 ご意見 事務局回答 

5 

やはり、コロナ禍でどう講座をひらいていく
かですね。いろんな講座を受けていろんな事
を学びたい気持ちはありますが、コロナにな
る前よりは外出することに消極的になってま
す。ネットなどをうまく使いながら家でも受
講できる様になればいいなとは思います。き
っと外出に消極的になり、家に籠もりがち
で、不安を抱えている人はたくさんおられる
と思います。そういった人々にも気軽に参加
できるようになれば外出もしやすくなり、前
向きになれると思います。コロナ禍で大変だ
と思いますが、コロナと上手くつきあう方法
が見つかることを祈ってます。頑張ってくだ
さい。 

コロナ禍での講座の開催方法として、内
容や参加対象者によってはオンラインや
対面での開催を検討していきます。 

6 

若年層への啓発・相談対応 

 ３０代以下の若年層は、対面や音声による
コミュニケーションよりも、テキストを多用
する傾向があります。テキストの中でも、メ
ールよりもチャットや動画等の、短時間かつ
視覚的な情報を好みます。「よりそいホット
ライン」でもチャット相談を受け付けている
ように、若年層が利用しやすい手法の工夫が
必要かと思います。 

 出前講座の内容を短時間の動画に編集し
て、いつでも見られるようにするなど、利用
者のご意見をお伺いしながら、適した手法を
工夫されるのはいかがでしょうか。 

動画配信など、利用者のニーズを調査
し、検討していきます。 

7 

男女共同参画センターの図書室の活用 

 一般書の貸出も重要ですが、子育てにかか
わる方向けの絵本の貸出・紹介、絵本の選び
方講座を実施すると、センター利用者増加に
も役立ちます。 

 子育てサークル、育児中の母親、父親、祖
父母等、対象者によってテーマや手法を工夫
すると、バラエティ豊かな取組になろうかと
思います。 

子どもや子育てされている方への啓発の
手段として、またセンターの利用者増に
つながるよう、対象者によって講座のテ
ーマや内容を工夫するよう検討します。 

 


